
 

 

病 院 の ご あ ん な い 

 

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

１ 入院基本料について 

   3 階病棟は、49 床のうち 13 床を療養病棟入院基本料 1、36 床を地域包括ケア入院医療管理料 1

の届出を行っており、（日勤・夜勤合わせて）入院患者 13人に対して 1人以上の看護職員を配置し

ています。 

4階及び 5階、6階病棟は、それぞれ 49床あり、急性期一般入院料４の届出を行っており、（日勤・

夜勤合わせて）入院患者１０人に対して 1人以上の看護職員を配置しています。 

   また、急性期看護補助体制 25 対 1 加算の届出をおこなっており、常時 25 人に対して 1 人以上の

看護補助者を配置しています。 

なお、時間帯ごとの配置については、次のとおりです。 

① 一般病棟 

・８時３０分～１6時３０分までは、常時 33人以上の看護職員が勤務しており、看護職員１人当た

りの受け持ち患者数は 5 人以内です。また、同時間帯において、常時 20 人以上の看護補助者が

勤務しており、看護補助者 1人当たりの受け持ち患者数は 8人以内です。 

・１6 時３０分～翌８時３０分までは、常時 9 名以上の看護職員が勤務しており、看護職員１人   

当たりの受け持ち患者数は 16人以内です。 

② 療養病棟 

・８時３０分～１6時３０分までは、常時 10人以上の看護職員が勤務しており、看護職員１人当た

りの受け持ち患者数は 5 人以内です。また、同時間帯において、常時 7 人以上の看護補助者が勤

務しており、看護補助者 1人当たりの受け持ち患者数は 7人以内です。 

・１6 時３０分～翌８時３０分までは、常時 2 名以上の看護職員が勤務しており、看護職員１人   

当たりの受け持ち患者数は 23人以内です。 

   

  DPC 対象病院について 

   当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組合せて計算する DPC 対象病院となっ 

  ております。 

  ※医療機関別係数：1.3351 

再掲【基礎係数：1.0283＋機能評価係数Ⅰ：0.2394＋機能評価係数Ⅱ：0.0562＋救急補正係数：0.0112】 

 

２ 入院時の食事について 

入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食について

は午後 6時以降）、適温で提供しています。 
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  保険外負担（実費負担）について 

  当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

 

（1）私用電話料 日本電信電話株式会社の定める料金を基準とする額 

（2）テレビ及び冷蔵庫使用料 1日につき 440円  

（3）付き添いベッド 1日につき 260円  

（4）洗濯代 1品につき 110～265円  

（5）教養娯楽費（3階病棟のみ） 1日につき 110円  

（6）診察券再発行料 1件につき 110円  

（7）診療記録の開示    

① 開示手数料 1件につき 3,300円  

② 診療記録の謄写 1枚につき 22円  

③ 画像の謄写（ＣＤＲ） 1枚につき 3,300円  

④ 不存在証明 1枚につき 3,300円  

（8）診断書・証明書代    

 支払証明書 1枚につき 1,100円  

 病院所定の診断書・証明書 

おむつ使用証明書 

ストーマ用装具使用証明書 

補装具意見書 

文書コピー（押印あり）        等 

1枚につき 2,200円  

 死亡診断書・死産証明書 

受診状況等証明書 

施設入所用診断書・申込診断書 

通院証明書 

特定疾患重症患者認定用診断書     等 

1枚につき 3,300円  

 障害の状態に関する診断書 

労災後遺障害             等 

1枚につき 4,000円  

 交通事故後遺障害診断書 

症状調査料 

身体障害者診断書・意見書 

特定疾患診断書（臨床調査個人票兼診断書含） 

特別障害者手当認定診断書 

生命保険用の入院・手術証明書 

年金診断書              等 

1枚につき 5,500円  

【金額は税込表示です】    

 

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての 

費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切行っておりません。 
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選定療養費について 

（1）特別の療養環境に係る病室について 

当院では、以下の病室について、特別の療養環境を提供するものとして実費の負担をお願いしています。 

 

①  3階病棟（13室） 

病室の種類 1日当たりの料金 【対象となる病室】 

①  特別個室 9,900円 301、327号室 

②  一般個室 5,500円 311、312、313、315号室 

③  一般個室 4,400円 308、316、317、318、320号室 

④  2人室 3,300円 310、321号室 

②  4階病棟（15室） 

病室の種類 1日当たりの料金 【対象となる病室】 

①  特別個室 9,900円 401、431号室 

②  一般個室 5,500円 412、413、415、416号室 

③  一般個室 4,400円 407、410、417、418、420、421号室 

④  2人室 3,300円 408号室 

⑤  4人室 2,200円 427号室、428号室 

③  5階病棟（16室） 

病室の種類 1日当たりの室料 【対象となる病室】 

①  特別個室 9,900円 501、531号室 

②  一般個室 5,500円 512、513、515、516号室 

③  一般個室 4,400円 507、510、517、518、520、521、523号室 

④  2人室 3,300円 508号室 

⑤  4人室 2,200円 527号室、528号室 

④  6階病棟（15室） 

病室の種類 1日当たりの室料 【対象となる病室】 

①  特別個室 9,900円 601、631号室 

②  一般個室 5,500円 612、613、615、616号室 

③  一般個室 4,400円 607、610、617、618、620、621号室 

④  2人室 3,300円 608号室 

⑤  4人室 2,200円 627号室、628号室 

【金額は税込表示です】 

 

（2）180日を超える入院について 

  入院医療の必要性が低いが患者様の事情により 180 日を超えて入院（難病患者等入院診療加算を

算定する患者を除く。）する患者様については、180日を超えた日以降の入院基本点数（1,462点）

に100分の15を乗じた点数につき1点10円とした額に100分の110を乗じて得た額（2,412

円）を徴収します。 
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